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研究成果の概要（和文）：中小企業経営者は企業マネジメントに際し、労働者や株主、債権者との関係を考慮し
て、企業判断を下すが、複数の法律関係が問題となり、複数の法分野が関係することがある。本研究では労働法
と会社法が交錯する場面を中心に、労働法と会社法の積極的な対話を行った。一つの同じ結論を導く際に、労働
法学者と会社法学者で異なる法的発想に基づき、異なる法的構成をとることもあった。対話を通じ、多様な解決
方法の可能性や新たな視点を得た。実務家を交えた研究会を定期的に開催し、実務家との積極的な対話も行っ
た。

研究成果の概要（英文）：SME employers make corporate decisions on SME management,in consideration of
 relationships with employees, shareholders and creditors. There are cases where multiple legal 
fields are involved. In this research, we actively engaged in dialogue between labor law and 
corporate law. In deriving the same conclusion, there were cases in which labor law scholars and 
corporate law scholars adopted different legal structures based on different legal ideas. Through 
dialogue, we gained the possibility of various solutions and new perspectives. We held an active 
dialogue with legal practitioners in workshops.

研究分野： 法学

キーワード： 中小企業　労働法　会社法

  ２版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
(1) 企業全体に占める中小企業の割合は、
９９％に達し、中小企業に雇用される労働者
は労働者全体の約７割を占める。中小企業は
労働市場における重要な基盤として、社会の
安定に寄与している。日本経済・産業の維
持・発展に、中小企業とそこで働く労働者が
大きく貢献していることはいうまでもない。 
しかし、中小企業がこのように「多数派」

であり、重要な存在であるにもかかわらず、
法制度や経済の仕組みは大企業に即して整
備されている側面があることは否定できな
い。たしかに労働法の立法・改正法作業では、
必ず中小企業への影響が議論され、中小企業
に対する経過規定や零細企業への適用を除
外する規定がおかれたり、あるいは中小企業
への円滑な法適用のために中小企業向けの
助成措置が設けられたりする。また、会社法
は中小企業を念頭においた法制であるとの
評価も可能である。 
そうであるとはいえ、解釈論や理論的に、

企業規模に着目した法学研究はいまだ少な
い。中小企業の労働関係には、大企業のそれ
と異なる点が多々あり、それが中小企業の労
働関係を特徴づけている。そのような特徴は
中小企業を研究対象とする学問分野では指
摘されているものの、それを労働法学や会社
法学の立場からどのように分析・評価するか
といった研究は十分になされていない状況
にある。 
 
(2) このような問題関心から研究代表者は
研究分担者らとともに、平成２０年度から平
成２２年度および平成２３年度から平成２
６年度にかけて、科学研究費補助金・基盤研
究（Ｃ）の助成を受け、中小企業研究を行っ
てきた。平成２０年度からの研究では、中小
企業の労働関係（人間関係）の基盤となる秩
序に着目し、経営者がどのように経営方針を
定め、それがどのようにして企業組織の中に
企業秩序として浸透させ、労働者の働き方や
企業業績に影響を与えるのかを、法学（労働
法、会社法）および経済学の観点から分析し
た。平成２３年度からの研究では、中小企業
に特徴的である親族間の事業承継に着目し、
労働法学、会社法学、家族法学から分析を行
った。 
 本研究は研究代表者と研究分担者のこれ
までの中小企業研究を継続・展開させるもの
である。 
 
(3) 本研究が中小企業マネジメントに着眼
し、労働法と会社法の「対話」をしようとし
たのは、以下の理由による。 
 中小企業経営者は、雇用や取引のさまざま
な局面で、最適な効果をもたらす経営上の判
断を行い、企業運営を行っている。中小企業
においてはこのような企業マネジメントを
経営者が一手に引き受けていることも少な
くない。中小企業マネジメントに際し、経営

者は、労働者、株主、債権者との関係を考慮
し、それらの利益に配慮しながら、経営上の
決断を下しているであろう。 
 平成２３年度からの研究では、親族間の事
業承継のテーマを超えて、企業変動全般を研
究対象に含めた。企業変動の局面では、経営
者の決断が関係当事者にさまざまな形で影
響する。債務超過に陥った経営者が会社の経
営を存続させるために、戦略的な会社分割や
事業譲渡、清算を行って、労働者の労働契約
を終了させたり、債権者の追及を免れたりす
ることがある。労働契約の終了は労働法の問
題であるし、後者は会社法ないし民法の問題
である。債権者の追及を免れることにより、
会社の事業再生が成功すれば、労働者の雇用
が守られる可能性がある。しかし会社法では、
このような場面において、法人格否認の法理
を用いたり詐害行為取消権の行使を認めた
りするなどして、債権者を保護する構成をと
る議論が活発である。会社法において労働者
は賃金債権者として登場するにすぎない。会
社法の議論であらわれるのは、債権者の利益
や債権者間の平等の問題であり、そこでは労
働者は特段保護される対象でない。 
企業変動の局面でいかなる経営者の決断

がなされるかによって、労働法上の問題も会
社法上の問題も生じうる。しかし、相互の理
論的関連性は乏しく、実務においても相互の
関連性が必ずしも意識されていない。そこで、
労働法と会社法の「対話」が必要であると考
えた。 
 
２．研究の目的 
 本研究は、中小企業経営者の判断が問題と
なる種々の場面をとりあげ、労働法と会社法
のそれぞれの観点から法的問題を指摘し、議
論を交わすことを内容とする。企業変動や労
災民訴のように労働法と会社法が交錯する
場面を対象とするほか、中小企業における労
働法ないし会社法に固有の問題も取り上げ
る。固有の問題を取り上げるのは、異なる法
領域からの視点や実務家との「対話」によっ
て、それぞれの領域では気付かなかった課題
や新たな視点を見いだせると考えるからで
ある。 
 議論から引き出された解釈論や理論的な
課題は、研究者だけでなく実務家と共有する。
さらに、実務的な課題の検討を社会に還元す
る。すなわち本研究の最終目的は、中小企業
で働く労働者の利益を守り、中小企業経営者
の企業マネジメントに資することにある。 
 
３．研究の方法 
(1) 本研究では、労働法、会社法の領域で
それぞれ、中小企業マネジメントに関する法
的問題を抽出し、文献調査を行うことにより、
各々の研究を進める。 
中小企業の実情を把握するために、労働基

準監督官 OB や企業勤務経験を有する社会保
険労務士からお話をうかがった。 



(2) (1)で抽出した法的問題等につき、定期
的に開催する研究会において、研究報告を行
い、「対話」をする。研究会では、研究者だ
けでなく、中小企業の実務や労働法、会社法
に造詣の深い実務家(弁護士、特定社会保険
労務士)も参加し、報告いただいた。これら
の実務家が継続的に研究会に参加すること
で、研究者と実務家との間で積極的な「対話」
をすることが可能となった。 
研究会を重ねるにつれ、研究会の時間内で

は「対話」が終わらないこともあった。たと
えば労働法の報告を受けての「対話」が時間
切れとなり、次の研究会で、前回の報告と「対
話」を受けて会社法の立場から報告を行った
り、あるいは、研究者の報告を受けての「対
話」の後、次の研究会で、それを受けて実務
家からの報告を行ったりなど、労働法と会社
法、研究者と実務家の「対話」を重層的に進
めている。 
 
４．研究成果 
(1) 本研究では企業変動をめぐって多くの
「対話」がなされた。 
 企業変動により、労働契約関係は影響を受
けるが、企業変動そのものは会社法によって
規制される。企業変動に関する労働法制は会
社分割時の労働契約承継法があるにとどま
る。会社分割が労働契約承継法の規制に基づ
くのに対して、事業譲渡は譲渡当事者間の譲
渡契約によって労働契約の承継の有無が決
まる。会社法学から、会社分割と事業譲渡の
接近化が進んでいるとの指摘があり、両者の
間の労働契約の取扱いを同一にすべきでは
ないかとの、問題提起がなされた。それに対
して労働法学からは、事業譲渡における労働
契約の承継の問題を考える際には、承継・不
承継の背景・目的も考える必要がある、違法
不当な目的による承継排除については事業
譲渡契約の定めが無効となりうる等、事業譲
渡の場合であっても労働法において一定の
法的保護が図られることを説明した。事業譲
渡であれ会社分割であれ、不採算部門を切り
離す場合と、不採算部門を残して採算部門を
切り離す場合とで状況が大きく異なるが、そ
のような区別を会社法も労働契約承継法も
行っていない。事業譲渡の場合に労働契約を
承継させるという方向での立論を試みた場
合、労働法学では労働者保護の理念がその中
心的な基礎となるのに対し、会社法学では事
業譲渡の概念から当然承継を導こうとする。
このように労働法と会社法では、法的発想が
異なることがわかった。 
企業変動によって、使用者の不当労働行為

責任が承継されるかという点については、見
解が分かれた。承継が明示されないかぎり承
継されないとする見解（原則不承継）、不承
継が明示されないかぎり承継されるとする
見解（原則承継）に分かれ、原則承継とする
立場の理由づけも、契約の合理的解釈から承
継される（事業にかかる一切の権利義務を承

継すると解釈すべき）とする意見や、労組法
７条の解釈として承継させるべきという意
見があった。さらに不当労働行為責任のみを
非承継とすることを定めた契約の有効性に
ついても意見が分かれた。労組法７条の要請
を根拠とする場合、その法的意味付けや効力
についても議論があった。 
 平成 28 年の労働契約承継法施行規則・指
針の改正および事業譲渡指針制定について
は、おおむね肯定的な評価であった。もっと
も事業譲渡指針が事業譲渡の場合も会社分
割の場合と同様の手続をとることが「適当」
とした点につき、事前協議違反の効果が明確
でなく、承継の効果は否定されないのではな
いかという指摘があった。実務上は指針を踏
まえて手続を履践するのが妥当であるとの
結論は一致した。 
 
(2) 労災民訴をめぐって数度の「対話」を
行った。 
 労災民訴事例で、会社法上の任務懈怠を根
拠に、取締役に安全配慮義務違反を求める事
例が見られる。民法上の不法行為請求でなく
会社法上の対第三者責任を肯定することに
関し、安全配慮義務違反がただちに任務懈怠
に該当するわけではないのではないか（労契
法５条は評価概念にすぎないのではないか）、
具体的な予見可能性を審理しにくい構造は
会社が破綻した場合の会社債権者保護の観
点を重視して形成された実務運用であり、労
災民訴のような直接損害事例にそのまま妥
当させてよいか等の議論があった。 
 ホールディング会社に安全配慮義務違反
を求める場合の法的構成についても「対話」
があった。実質的救済、すなわち損害賠償責
任にしぼって法理を構成してはどうか、労働
法の趣旨目的から安全配慮義務を再構成で
きるのではないか、法人格否認の法理を適用
してはどうか、といった意見があった。当事
者以外の者に法律関係を拡張する根拠につ
いては慎重に検討すべきという意見もあっ
た。理論的レベルで責任を肯定することがで
きるとしても、実務でホールディング会社の
責任が認められることは限定的であろうと
いう点は、おおむね一致した。 
 
(3) 次に、本研究の実務における成果とし
て、一例をあげる。企業変動時に経営者は事
業の収益見込みや税務上のメリットを考慮
して事業の売買の時期や企業変動の方法を
選択・決定するが、雇用を考慮要素とするこ
とは基本的にないものと理解してきた。これ
は多数の企業変動に携わる著名な弁護士か
ら得た知見であり、実務書等の記述もその知
見を裏づけていた。ところが、研究会で若手
弁護士から、経営者に企業変動の場面で雇用
を考慮要素とすることの重要性を説明した
結果、当該経営者が雇用にかかる影響を重視
して企業変動の方法を選択したことが紹介
された。研究会で労働法と会社法の対話を行



い、両者の調整の必要性を認識した当該弁護
士が、両者の調和を実務で実践した成功例で
ある。 
 
(4) 他方で、解釈論では実務的限界を認識
することとなった。一例として、労働者が使
用者と交わす契約書の内容を理解し、記名押
印した場合であっても、後に労働者の合意が
否定される例がある。労働法上しばしば求め
られる「明確な合意」や「自由な意思に基づ
く同意」の認定判断である。このような判断
を理論的・抽象的に説明することが可能であ
るとしても、事実認定判断は個々の事案に委
ねられ、実務家が必要とする具体的な判断指
針を解釈論により理論的に示すことには限
界がある。 
このような課題を克服するには、実務家と

の対話を通して、実務との乖離を狭めること
が必要であり、平成２９年度以降の研究では
この点も踏まえて、実務家を交えた労働法と
会社法の対話を継続して行う。 
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